
 

令和６年２月９日 

株式会社 中国銀行 

 

ＳＤＧｓ私募債を活用した環境保全および地域脱炭素支援の取組みについて 

 

  中国銀行（岡山市北区丸の内一丁目１５番２０号 頭取 加藤 貞則）では、私募債発行を

通じ、地域社会に貢献する企業を応援しております。 

このたび、ＳＤＧｓ私募債「地域応援型」により公益社団法人おかやまの森整備公社（以

下、「公社」）と連携し、お客さまの脱炭素に対する取組みを支援する取扱いを開始いたし

ました。 

公社では、長年にわたって岡山県全域における森林整備を通じた環境保全事業に取組ん

でいます。本取組みは、ＳＤＧｓ私募債の発行手数料の一部を当行から公社に寄附するこ

とで、その資金を公社が今後手掛ける森林整備事業などに有効活用いただくものです。 

また本件独自の取組みとして、私募債発行企業に対しては、公社から一定量のＪ－クレ

ジットを譲渡いただく予定です。公社では環境保全にかかる森林管理プロジェクトの公的

認証を受けて、ＣＯ２吸収量分のＪ－クレジットを創出し、保有しています。私募債発行

企業は、本取組みへの参加を通じてＣＯ２の削減に間接的に貢献できるとともに、環境価

値をＪ―クレジットという形で受け取ることにより、自社が排出するＣＯ２のオフセット

を主体的におこなうことができます。 

本件は、環境保全への貢献度を価値化できるＪ－クレジット制度を活用し、地域の経済

活動と自然環境保護活動との積極的な循環を促す取組みです。当行は本件を「おかやまの

森応援プロジェクト」と位置付け、お客さまとともに地域の脱炭素への取組みの活性化を

図り、持続的成長に貢献してまいります。 

なお、本取組みは、募集期間を令和 6 年 2 月９日から令和 6 年６月２８日までの期間限

定としてお取扱いいたします。 

【取組みのイメージ】 

 



Ｊ－クレジット制度について 

 省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用によるＣＯ２などの排出削減量、

適切な森林管理によるＣＯ２の吸収量を「クレジット」として国が認証する制度です。 

    

出典：Ｊ－クレジット制度ホームページ （https://japancredit.go.jp/） 

 

本件で取扱うＪ－クレジット（公社Ｊ―クレジット）について 

公社では、岡山県全域で環境保全を重視した森林整備をおこなっており、以下の森林管

理プロジェクトに基づいてＪ－クレジットを創出しています。 

 

プロジェクト名称 おかやまの森整備公社 森林管理プロジェクト 

プロジェクト番号 ３４１ 

プロジェクト概要 森林経営計画に基づいて適切な森林管理を行うことによって CO2 

吸収を促し、地球温暖化防止に貢献する。 

実施地域 岡山県内全域 (岡山市、津山市、井原市、総社市、高梁市、新見市、

備前市、赤磐市、真庭市、美作市、和気町、矢掛町、新庄村、鏡野

町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町、吉備中央町) 

適用する方法論 ①方法論番号 FO-001 Ver.3.0 

②方法論名称 森林経営活動 

対象森林面積 １６，６９５．３６ha 

※Ｊ－クレジットにはクレジット創出方法により分類される種別がありますが、本件によ 

り私募債発行企業が取得するＪ－クレジットは「森林吸収由来」クレジットです。気候 

変動対策にかかる各種法制度への報告が可能かどうかなど、クレジットの活用方法によ 

っては使用できるクレジットの種別が定められております。活用をご検討される際には 

あらかじめご確認ください。 

https://japancredit.go.jp/


ＳＤＧｓ私募債「地域応援型」について 

私募債発行企業さまからいただく手数料の一部を使い、ＳＤＧｓ 

に取組む団体などへ当行と私募債発行企業の連名で寄附・寄贈を 

おこなう私募債です。 

 

＜ＳＤＧｓ私募債「地域応援型」の商品概要＞ 

商品名称 ＳＤＧｓ私募債「地域応援型」 

資金使途 運転資金または設備資金 

発行金額 ３千万円以上 

対象のお客さま 当行の私募債発行基準を満たすお客さま 

寄贈先 

ＳＤＧｓに貢献する取組みをおこなっている団体など 

（本取組みは寄贈先を「公益社団法人おかやまの森整備公社」に

指定されたお客さまを対象としています。） 

寄贈者 

当行  

（寄贈に関する事務手続きは当行が実施します。 

 私募債発行企業の寄付金控除対象等には該当しません） 

（※）ご注意点 

・上記取組みはＳＤＧｓ私募債「地域応援型」を発行いただくことが前提となります。 

・私募債を発行いただけるのは、当行の定める財務基準を満たす法人（ただし株式会社、

有限会社など会社法上の会社）に限ります。また、私募債発行にあたっては当行所定の

審査がございます。 

 

＜該当するＳＤＧｓ目標＞ 

 

 

 

 

 

以   上 

 


